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要旨 

健保組合のレセプトデータから新規がん治療の開始を検出し、がん検診の精度評価に適用すること

を目的とし、小川分担研究者が開発した「新規がん診断決定ロジック」の精度を、大阪大学医学部附

属病院のレセプトデータとがん登録データを突合させて評価した。2014 年 1 月 1 日から 2018 年 12

月 31 日にレセプト上各５大がん（胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん）の治療開始が

確認され、その内 2012 年 1 月 1 日～2013 年 12 月 31 日にがん治療された患者を継続治療症例として

除いた患者を母数とし、治療開始日 365 日前～90 日後にがん登録で診断日がある症例を真陽性とし

て陽性予測値を算出した。がん登録で 2014 年 1 月 1 日～2017 年 12 月 31 日の間に各５大がんと診断

された患者を母数とし、診断日より 90 日前～365 日後の間にレセプトでそのがんの治療開始が検出

された患者を真陽性として感度を算出した。令和 2 年度は、入院で DPC 適用患者では様式１の病名

のみを判定に利用したが、DPC 適用患者でも病名とがん治療行為のどちらもある場合を陽性したこ

と、令和２年度はがん治療行為にがん指導管理等の加算を含めていたが、これらの治療行為を除くよ

うにロジックを改訂した。陽性予測値は、胃がん 765 例／824 例（0.93）、肺がん 634 例／722 例（0.88）、

大腸がん 620 例／752 例（0.82）、乳がん 1061 例／1234 例（0.86）、子宮頚がん（CINⅢを含む）237

例／269 例（0.88）であった。感度は、胃がん 776 例／1060 例（0.73）、肺がん 641 例／712 例（0.90）、

大腸がん 627 例／930 例（0.67）、乳がん 1049 例／1087 例（0.97）、子宮頸がん 241 例／378 例（0.64）、

CINⅢを含めた子宮頸がん 241 例／615 例（0.39）であった。偽陽性例は、病理診断で良性と判定さ

れたもの、他がん、再発がんの症例であり、がん検診としては陽性とすべきものであった。がん検診

で陰性で「新規がん診断決定ロジック」で陽性の場合は、がん検診の見逃しと指摘することは妥当で

あることが確認できた。 

 

A. 研究目的 

健保組合では、がん検診データとレセプト

情報を保有している。レセプト情報からがん

の発症が分かると、がん検診の精度を調べる

ことができる。本研究班では、健診を実施する

５大がん（胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、

子宮頸がん）について、がん検診のがんの新規

発見についての精度評価を目指している。そ

のために、レセプト情報から５大がんのそれ

ぞれの新規発生を捉える手法を確立する必要
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がある。 

レセプト情報は、各医療機関が請求のため

に作成したデータであり、記載されている病

名とその開始日を必ずしも信用できない。が

んを疑って検査を実施する場合に、病名とし

て、がん疑いと正しく登録されず、疑いを付け

ずに登録されているケースがある。また、がん

であるにも関わらず、がんの病名を付けずに

診療をしている場合もあり得る。このように

レセプトの病名だけでは正しくがんの発症を

捉えることができないことが予想されること

から、小川分担研究者らは、５大がんについ

て、レセプトの病名に加えて、レセプトから取

得できるがんに対する治療のデータがある時

に当該がんと判定する「新規がん診断決定ロ

ジック」を開発した。本研究では、レセプトデ

ータを用いた「新規がん診断決定ロジック」に

よる５大がんの新規がん患者の検出精度を、

大阪大学医学部附属病院（阪大病院）のデータ

を用いて評価することを目的とする。 

阪大病院では、レセプトデータに加え、がん

登録のデータが利用できる。阪大病院では、が

ん登録は、がん登録士により高い精度で実施

されている。更に、診療録の内容を調査するこ

とが可能であり、偽陽性、偽陰性事例の原因の

調査が可能である。一方、１病院のデータであ

るので、阪大病院で診断されながらも、治療は

他院で実施されるケースが含まれてくる。健

保組合では、複数の医療機関を受診した場合

でも、レセプトデータは集約されるので、どこ

かの医療機関で治療を受けていれば検出でき

るメリットがある。従って、阪大病院で評価し

た本ロジックの精度が、そのまま、健保組合の

データを使った場合の精度となる分けではな

い。そこで本研究では、阪大病院のデータでの

「新規がん診断決定ロジック」の精度評価を

し、次に、偽陽性、偽陰性事例を調査し、「新

規がん診断決定ロジック」を健保組合のデー

タに適用した場合の精度を予測した。 

令和 2 年度に開発した「新規がん診断決定

ロジック」では、手術は各５大がんで設定し、

がん指導管理等、放射線治療、薬物治療は、臓

器非特異的にレセプト上の治療行為コードを

リストアップして適用させた。また、入院患者

で DPC 適用の場合には、様式１の病名でがん

の病名がある場合に当該がんと判定させた。

しかし、DPC 様式１の病名だけでは、その入

院でがん治療がされたとは限らないケースが

あること、がんに関する指導管理等の行為が、

がん診療が行われていることの証拠としては

弱いと考えた。そこで、入院患者においても、

がんに対する治療（手術、放射線治療、抗がん

剤治療）があった症例をがん治療があったこ

ととするようロジックを変更した。また、がん

に関する指導管理の行為を、がん治療がされ

たことの証拠としての行為から外したロジッ

クに変更した。今年度は、この変更した「修正

新規がん診断決定ロジック」でデータを処理

し結果を再評価した。 

 

B. 研究方法 

１．解析対象データの抽出処理 

阪大病院を受診した患者のレセプトのうち

2012 年 1 月 1 日～2018 年 12 月 31 日のレセプ

トデータに対して「新規がん診断決定ロジッ

ク」を適用して、処理対象となるレコードを生

成した。また、阪大病院のがん登録のデータか

ら、起算日（診断日）が 2013 年 1 月 1 日～2017
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年 12 月 31 日までのデータを抽出した。個人

情報保護担当者が、レセプト処理データとが

ん登録データに対して、患者 ID を同じルール

で別番号に変換して仮名化し、処理対象デー

タを作成した。本研究は、「人を対象とする医

学系研究に関する倫理指針」に基づき、阪大病

院の倫理審査委員会の承認を得て実施した

（承認番号 19125）。 

「修正新規がん診断決定ロジック」では、レ

セプト月単位で 1 患者に対し 1 レコードを生

成する。５大がんのそれぞれについての病名

があり、かつ、がん治療（手術、放射線治療、

薬物治療）があった場合に５大がんのそれぞ

れにフラグを立てた。阪大病院では、外来患者

については医科レセに診療報酬請求情報が記

録されるが、入院患者で DPC 適用の患者に対

しては DPC レセに診療報酬請求情報が記録さ

れる。令和２年度に適用したロジックでは

DPC レセに対する処理を様式１の病名から判

定していたが、修正ロジックでは、DPC レセ

についても、病名があり、かつ、がん治療（手

術、放射線治療、薬物治療）があった場合にフ

ラグを付ける方法に変更した。 

対象期間の全レコードを集め、患者 ID を第

１ソートキー、レセプト月を第２ソートキー

として並べ替え、各がんについて、各患者でフ

ラグが立った月を抽出した。 

 

２．陽性予測値の算出 

各がんについて、患者 IDを第１ソートキー、

レセプト月を第２ソートキーとして並べ替え、

各患者で最初にフラグがたった月を治療開始

月とした。レセプト上で 2014 年 1 月から 2018

年 12 月までの間に初めて治療開始が検出され

た患者を対象とした。2014年1月１日時点で、

その前から継続してがん治療をしている患者

を除くために、2 年間をワッシュアウト期間と

し、2012 年 1 月 1 日～2013 年 12 月 31 日の間

に治療開始月がある患者を除いた。 

レセプト上、そのがんの治療が開始された

日の 365 日前以後に、がん登録で当該部位の

がんと診断された場合を真陽性とした。レセ

プトでは月単位で検出されるため、治療開始

日を各月の 15 日として計算した。DPC 症例に

ついては入院月が治療開始月となり、実際の

治療開始日が捉えにくい。そこで DPC で捉え

た治療開始日より 90 日後までにがん登録の診

断日がある場合には、このがん診断による治

療と判定した。従って、レセプト上の各がんの

治療開始日の 365 日前から 90 日後までの間に、

がん登録上、そのがんの診断日がある場合に

真陽性として、陽性予測値を算出した。 

レセプト上がんの治療が開始されたとした

事例でがん登録上そのがんの診断がなかった

偽陽性事例について、その原因を調べるため

に、偽陽性事例について、レセプト上のがん治

療開始日を中心に診療録を閲覧し、偽陽性と

なった原因を調査した。 

がん登録では、がんの発生部位は病理学的

に厳密に判定される。このため、腹部食道がん

は、臨床的には胃がんとして治療がされるが、

がん登録上は食道がんに分類される。そこで、

がん登録上の腹部食道がんを胃がんに含めて

判定した。同様に、がん登録で気管がん、気管

支がんを肺がんに含めて解析した。大腸がん

についてはがん登録上の盲腸、虫垂、結腸、直

腸、肛門管のがんとした。子宮頸がんでは、子

宮頸部上皮内腫瘍（CIN）と診断される事例が
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多い。CINⅠ（軽度異形成）と CINⅡ（中等度

異形成）は経過観察とされることが多いが、

CINⅢ（高度異形成・上皮内がん）は、治療の

対象となる。そこで、がん登録で CINⅢと診断

されたものは、子宮頸がんに含めて判定した。 

 

３，感度の算出 

がん登録で、2014 年 1 月 1 日から 2017 年

12 月 31 日の間に、５大がんの各がんと診断さ

れた患者を対象とした。ただし、腹部食道がん

を胃がん、気管がん、気管支がんを肺がんに含

め、盲腸、虫垂、結腸、直腸、肛門管のがんを

大腸がんとした。子宮頸がんについては、子宮

頸部上皮内腫瘍Ⅲを含める場合と含めない場

合について判定した。 

同一症例でこの期間に同一部位のがんの診

断がある例がある。この場合には、最初にがん

と診断された日を採用し、その後の診断につ

いては対象から除いた。 

がん登録で各５大がんと診断された患者に

ついて、当該がんの診断日より90日前から365

日後までの間にレセプトでそのがんの治療が

検出された患者を正しくレセプトでがん治療

の開始が検出できたものとし、これを真陽性

として感度を算出した。ただし、レセプトは月

単位で判定されるため、レセプト月の 15 日を

治療日とした。 

がん登録では、阪大病院で治療がされたか

否かが登録されている。阪大病院では、がん治

療方針の相談を受けるケースがあり、治療が

されない（他院で治療がされる）ケースが比較

的多い。これらの症例を含めると感度が落ち

ることから、がん登録上で、阪大病院で治療を

受けていないとされている症例を母数から除

いて感度を算出した。 

がん登録上阪大病院で治療を受けていると

される症例で、レセプト上で治療ありとなら

ない偽陰性例について、その理由を調べるた

めに、上記期間内にレセプトにおいて、何らか

のがんの病名が登録されているか、手術、放射

線治療、薬物治療に加え、がんについての指導

管理等の行為があるかについて調べた。 

 

C. 結果 

１．陽性予測値の評価 

 レセプト上 2014 年 1 月から 2017 年 12 月ま

で間に、各５大がんの治療開始が検出された

患者数は、胃がん 824 例、肺がん 722 例、大腸

がん 752 例、乳がん 1234 例、子宮頸がん 269

例であった。この内、指定期間内にがん登録で

当該がんと診断されていた患者数は、胃がん

765 例、肺がん 634 例、大腸がん 620 例、乳が

ん 1061 例、子宮頸がん 237 例であった（表１）。 

偽陽性例の数は、胃がん 64 例、肺がん 89 例、

大腸がん 133 例、乳がん 173 例、子宮頸がん

32 例であった。この内、がん登録の不備で本

来がん登録で登録されるべき症例が登録され

ていなかった症例が胃がんで 5 例、肺がんで 1

例、大腸がんで 1 例あった。これらを修正した

場合の陽性予測値は、胃がん 765／824（0.93）、

肺がん 634／722（0.88）、大腸がん 620／752

（0.82）、乳がん 1061／1234（0.86）、子宮頸が

ん 269／237（0.88）であった（表１）。 

偽陰性症例の原因の内訳を表２に示す。胃

がんでは、胃の周囲臓器のがん等の他臓器が

んであった症例が 59.3%、病理診断上は良性で

あったものが11.9%、再発例が28.8%であった。

肺がんでは、他臓器がんが 60.2%であり、肺に
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転移したがんが多く含まれていた。再発がん

や他院で治療し当院で継続治療した症例が

30.6%、良性腫瘍が 9.1%であった。大腸がんで

は、良性腫瘍が 43.9%と最も多く、他臓器のが

んが 34.8%、再発および継続治療が 20.4%であ

った。乳がんでは、再発および継続治療が

48.0%と多かった。院外処方の場合、レセプト

上には内服のがん薬物療法は記録されない。

当院で治療の場合は、内服のみの治療はほぼ

無かったが、他院で主な治療をしている場合

で、当院が継続治療となった場合には、当院で

の治療が見えないためにワッシュアウトがさ

れず、別目的で入院した際にがん薬物療法が

初めてレセプト上で確認され、初発のがんで

あるかのように見える症例があった。形成外

科での乳房再建を目的とした治療でこの間抗

癌剤治療が継続された症例が 34.7%、他臓器の

がんが 9.8%であった。子宮頸がんでは、子宮

体がんを含む他癌が 65.6%と多く、再発および

治療の継続が 28.1%、良性腫瘍が 6.3%であっ

た。 

 

２．感度の評価 

がん登録で 2014 年 1 月 1 日から 2017 年 12

月 31 日までの間に５大がんの診断日がある患

者の患者数は、胃がん 1291 例、肺がん 921 例、

大腸がん 1162 例、乳がん 1297 例、子宮頸がん

488 例、CINⅢを含めた子宮頸がん 761 例であ

った。この内、がん登録で、自院で治療ありと

登録されている患者数は、胃がん 1060 例、肺

がん 712 例、大腸がん 930 例、乳がん 1087 例、

子宮頸がん 378 例、CINⅢを含めた子宮頸がん

615 例であった。この内、当該がんの診断日か

ら指定期間の間にレセプト上で当該がんの治

療開始が確認できた患者数と割合（感度）は、

胃がん 776 例（0.73）、肺がん 641 例（0.90）、

大腸がん 627 例（0.67）、乳がん 1049 例（0.97）、

子宮頸がん 241 例（0.64）、CINⅢを含めた子宮

頸がん 241（0.39）であった（表３）。 

偽陰性例（がん登録において自院で治療あ

りと登録されながら、レセプト上、当該がんの

治療が見当たらなかった事例）の患者数と、そ

の内、レセプト上、病名、治療行為のいずれか

が欠けていた件数を表４に示す。各がんにつ

いて、偽陰性件数、病名のみで治療行為がなか

った例の件数、治療行為があったが病名がが

ん疑いや他のがん病名であった例の件数、が

ん疑いや他のがん病名のみで治療行為がなか

った例の件数、がんに関する病名が登録され

ておらず抽出されなかった例の件数は、それ

ぞれ胃がんで 284 例／83 例／13 例／15 例／

173 例、肺がんで 71 例／16 例／2 例／4 例／

49 例、大腸がんで 303 例／168 例／34 例／10

例／91 例、乳がんで 38 例／14 例／4 例／2 例

／18 例、子宮頸がんで 137 例／87 例／0 例／

1 例／49 例であった。 

病名が正しく登録されていながら治療行為

が検出できなかった事例は、治験等の臨床研

究の事例、ダビンチ手術など当時は保険適用

がなかった治療が行われた事例、隣接臓器に

浸潤しておりレセプト上は他臓器の摘出術と

して登録されていた事例、悪性腫瘍が付かな

い鏡視下手術或いは内視鏡手術として術式が

登録されたために治療ありと検出できなかっ

た事例、緩和治療がされたために治療が検出

できなかった事例であった。 

病名が疑いのままで登録されていた事例は

胃がん、大腸がんで多かった、レセプト上では
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ポリープ等の良性腫瘍での病名が付けられ、

病理検査で悪性と判定されたが、病名は修正

されなかった事例であった。 

 

D. 考察および結論 

 ５大がんについて、レセプトから治療があ

ったことを検出する「修正新規がん診断決定

ロジック」の陽性予測値は、胃がん 93%、肺が

ん 88%、大腸がん 82%、乳がん 86%、子宮頸

がん 88%であった。 

偽陽性症例のうち切除後の病理診断で良性

腫瘍のものがあった。こうした事例は大腸が

んで多く、胃がん、肺がん、子宮頸がんの順で

あった。これらは、精査して初めて良性か悪性

かの鑑別ができた症例であり、健診としては

要精査として指摘すべき症例であると言える。 

乳がんでは、手術後の抗癌剤治療が長く継

続することが多い。こうした場合に、がんその

ものの治療のための入院でなくても、抗癌剤

投与がされるため、「新規がん診断決定ロジッ

ク」でがんフラグが付くことになる。がんの手

術はかなり前に実施されているため、或いは

他院で実施されているために、ワッシュアウ

ト処理で除かれず、新規のがんと判定されケ

ースがあった。特に、形成外科で乳房の再建手

術を目的に紹介された患者では、この判定ロ

ジックで新規がんとして判定されるケースが

多かった。検診では、既にがんの治療中の患者

を陽性と判定することになっても誤った判定

とはならない。 

それ以外の偽陽性例は、当該のがんの初発

事例ではなかったものの、他癌であったり、当

該がんの再発事例であったりしたもので、が

ん検診で陽性とすべき症例であった。 

がん登録がされ、その内阪大病院での治療

例として登録された症例に限定した場合の感

度は、胃がん73%、肺がん90%、大腸がん67%、

乳がん 97%、子宮頸がん 64%、CINⅢを含めた

子宮頸がん 39%であった。阪大病院でがん登

録された患者のうち、自院治療とされていな

い患者は、他院で治療を受けていると考えら

れ、健保組合のレセプトデータであれば、これ

も含めて捉えることができるはずである。 

自院治療がされているにも関わらずレセプ

ト上で治療開始が検出されなかった偽陰性例

は、多くがレセプトに当該がんの病名が登録

されていなかった事例であった。病名が正し

く登録されていながらレセプト上治療を捉え

られなかった事例には、治験や臨床研究、ダビ

ンチ手術で当時保険適用外の治療、隣接臓器

の摘出術、悪性腫瘍が付かない術式で手術が

登録されたことが原因のものが多かった。 

子宮頸がんについて、CINⅢまで含めると、

感度は 39%と低かった。「新規がん診断決定ロ

ジック」では、子宮頸部上皮内癌までは十分に

検出できるロジックではないことに注意する

必要がある。 

令和 2 年度の「新規がん診断決定ロジック」

では、がん指導管理の算定等をがんの診療行

為として抽出していた。これを除くことで陽

性予測値は少し改善したが、感度はやや低下

する結果となった。感度分析の偽陰性例の中

に、治療行為としてがん指導管理の算定等の

みであった症例が、胃がんで 83 例、肺がんで

16 例、大腸がんで 165 例、乳がんで 14 例、子

宮頸がんで 76 例あったことから、これらの分

の感度が悪化した。 

本研究の最終的な目的は、がん検診の精度
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を評価することである。本評価の結果を踏ま

えて考えると、本「新規がん診断決定ロジック」

で陽性と判定された場合、レセプト上の判定

が過大であることはほぼ無いと言える。修正

した「新規がん診断決定ロジック」では、がん

に対する手術か、放射線治療かがんに対する

薬物治療がされていることが条件となるので、

確実にがん診療を要した患者を検出している

と言える。一方、感度は十分に高いとは言えな

いことから、がん検診で陽性の患者が、レセプ

トを利用した「新規がん診断決定ロジック」で

陰性であったとしても、がん検診が正しい可

能性は十分にある。特に、子宮頸がんについて

は、CINⅢを含めると感度は低いので、検診結

果が尊重されるべきである。一方、がん検診で

陰性であった受診者がレセプトデータに「新

規がん診断決定ロジック」を適用して陽性と

判定された場合、がん検診で陽性として判定

すべき症例であると言え、検診でがん見逃し

例として判定することは妥当であることが確

認できた。 

 

 

E. 健康危険情報 

なし 

 

F. 研究発表  

1. 論文発表  

   なし 
2. 学会発表  

   なし 

G. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

1. 特許取得 

 なし 

2. 実用新案登録 

 なし 

3. その他 

   なし 

 

 

 
表１ 各がんの陽性予測値 
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 ( )内は% 

表２ 各がんの偽陽性例の理由 

 

 

 

 
表３ 各がんの感度 

 

 
( )内は% 

表４ 各がんの偽陰性例の理由 
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